
 

 

  （認可申請書提出日）  →   令和○○年○○月○○日 

 

 

（宛先）金沢市長  

 

 

認可を受けようとする地縁による団体の 

名称及び事務所の所在地      

 

名 称  ○○○○町会      

 

所在地  金沢市○○町○○番地  

 

（認可申請時の現町会長） → 代表者の氏名及び住所        

 

氏 名  □ □ □ □     

 

住 所  金沢市○○○町○○番地 

                              （電話 123-4567 ） 

 

認  可  申  請  書 

 

 

  地方自治法第２６０条の２第１項の規定により、地域的な共同活動を円滑に行うため 

認可を受けたいので、別添書類を添えて申請します。 

 

 

（別添書類） 

 

 １ 規約 

 ２ 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類 

 ３ 構成員の名簿 

 ４ 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていること 

を記載した書類 

 ５ 申請者が代表者であることを証する書類 

 ６ 区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 



【別添１ひな型】（規約（又は会則）） 

 

  は規約に必ず記載の必要な事項 

 

○○○町会規約（又は会則） 

 

  第１章 総則 

 

 （名称） 

第１条 この会は、○○○町会（○○○会）という。 

 

 （区域） 

 第２条 この会は、金沢市○○町のうち、別表第１に定める区域に住所を有する者をもって構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 （事務所の所在地） 

 第３条 この会は、事務所を「○○○町集会場（金沢市○○町（△字）××番地）」に置く。 

 

  第２章 目的 

 

 （目的） 

 第４条 この会は、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の

維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。 

 

 （事業） 

 第５条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）会員相互の連絡事務に関すること。 

 （２）地域の生活環境の改善及び向上に関すること。 

 （３）会員相互の親睦、研修会及び文化教養の向上に関すること。 

 （４）会員の福祉厚生に関すること。 

 （５）集会施設の管理運営に関すること。 

 （６）○○○の維持管理に関すること。 

 （７）その他、目的を達成するために必要なこと。→(目的〔一般的な形で具体化したもの〕) 

 

  第３章 会員 

 

 （会員） 

第６条 第２条に定める区域に住所を有する個人は、すべてこの会の会員になることができる。 

→（構成員〔区域内の全ての個人が会員になれること〕の資格に関する事項） 

 ２ 第１項に該当しない個人又は団体にあっては、この会の事業を賛助するため、賛助会員となること 

ができる。 

→（〔区域内、外の団体及び区域外の個人の取扱〕で賛助会員制度を設ける必要がなければ不要） 

その他の定め方 

① 金沢市の○○○町の全域に住所を有する者をもって構成する。 

② 金沢市の○○○町の×番×号～◇番◇号に住所を有する者をもって構成する。 

③ 金沢市の○○○町のうち県道□□線の南に住所を有する者をもって構成する。 

ただし、③の場合は住民が客観的に明らかに理解できるものであることを要する。 



 （会費） 

 第７条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

 ２ 賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

→（賛助会員制度を設ける必要がなければ不要） 

 町会の実情により徴収は任意である。 

 

 （入会） 

 第８条 会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。 

 ２ この会は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 

  →（構成員〔正当な理由なく加入を拒んではならない〕の資格に関する事項） 

 ３ この会の区域に入居した個人又は団体に対して、この会は、これらの者にこの会の趣旨を説明し、

加入の案内を行うものとする。 

 

 （退会） 

 第９条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。 

  （１）会の区域内に居住しなくなったとき。 

  （２）会員の死亡又は団体が解散したとき。 

            →（賛助会員制度を設ける必要がなければ不要） 

  （３）会費を○年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。 

 

 （拠出金品の不返還） 

 第１０条 退会した会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。 

                   →（町会の実情により徴収は任意である。） 

 

  第４章 役員 

 

 （役員） 

 第１１条 この会に次の役員を置く。 

  （１）会長    １名→（代表者〔は１名です〕に関する事項） 

  （２）副会長   ○名 

  （３）書記    ○名 

  （４）会計    ○名 

  （５）会計監事  ○名→（規約（会則）に規定する必要がある。） 

 

 （役員の選出） 

 第１２条 役員の選出は、総会における選挙による。 → （代表者〔の選出方法〕に関する事項） 

             →（町会の実情により選出方法は任意であるが総会の承認が必要） 

 ２ 会計監事は、他の役員と兼ねることができない。→（規約（又は会則）に規定する必要がある） 

 

 （役員の職務） 

 第１３条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。→（代表者〔の権限〕に関する事項） 

 ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。 

 ３ 書記は、会務を記録し、会の内外への連絡、広報などを行う。 

 ４ 会計は、この会の会計事務を処理する。 

 ５ 会計監事は、この会の業務及び会計を監査する。 

 

 



 （役員の任期） 

 第１４条 この会の役員の任期は、２年とし、再任を妨げない。→（代表者〔の任期〕に関する事項） 

                 →（町会の実情に合わせて任期の年数は任意である） 

 ２ 役員に欠員が生じたときは、第１２条により補充することができる。この場合において、補充され

た役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 ３ 役員は、引き続き会員である場合に限り、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が

就任するまでは、その職務を行わなければならない。 

 

  第５章 会議 

 

 （会議の種類） 

 第１５条 この会の会議は、総会及び役員会とする。 

 ２ 総会は、通常総会と臨時総会とする。 

 

 （会議の構成） 

 第１６条 総会は、会員をもって構成する。 

 ２ 役員会は、会長、副会長、書記及び会計をもって構成する。 

 

 （権能） 

 第１７条 総会は、次の事項を議決する。 

  （１）事業計画及び収支予算に関すること。 

  （２）事業報告及び収支決算に関すること。 

  （３）規約（又は会則）の制定改廃に関すること。 

  （４）役員の選任及び解任に関すること。 

  （５）その他この会の運営に係る重要事項に関すること。 

 ２ 役員会は、次の事項を議決する。 

  （１）総会の議決した事項の執行に関すること。 

  （２）総会に付議すべき事項に関すること。 

  （３）その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。 

 ３ 第１項に定める事項につき、急施を要するものについては、役員会で議決の上執行し、会長はこれ

を次の総会において報告し、その承認を求めなければならない。 

→（会議〔の議決事項〕に関する事項） 

 

 （通常総会） 

 第１８条 通常総会は、毎年１回開催する。 

              →（町会の実情により時期（月）又は回数は任意である） 

 

 （臨時総会） 

 第１９条 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は、総会員の５分の１以上若しくは会計監事か

ら会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。 

 

 （役員会） 

 第２０条 役員会は、会長が必要と認めたとき、又は役員現在数の○分の１以上から会議の目的たる事

項を示して請求があったときに開催する。 

 

 

 



 （招集） 

 第２１条 総会及び役員会は会長が召集する。→（会議〔の招集〕に関する事項） 

 ２ 会長は、第１９条の規定による請求があったときは、その日から○日以内に臨時総会を招集しなけ

ればならない。→（会議〔臨時総会の招集方法〕に関する事項） 

 ３ 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から○日以内に役員会を召集しなければな

らない。→（会議〔役員会の招集方法〕に関する事項） 

 ４ 総会及び役員会を招集する場合は、会員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書

面をもって、少なくとも開会日の５日前に通知しなければならない。ただし、役員会については、会

長が緊急に開催する必要があると認めるときは、この限りではない。 

→（会議〔総会等の招集（案内）方法〕に関する事項） 

 

 （議長） 

 第２２条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。 

 ２ 役員会の議長は、会長がこれにあたる。 

 

 （定足数） 

 第２３条 会議は、総会においては総会員、役員会においては、役員現在数のそれぞれ２分の１以上の

出席がなければ開会することができない。 

 

 （議決） 

 第２４条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決する。 

 ２ 役員会の議事は、出席した役員の過半数をもって決する。 

 ３ 可否同数のときは、議長がこれを決する。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権

利を有しない。→（会議〔総会等の議決方法〕に関する事項） 

 

 （書面表決等） 

 第２５条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、あらかじめ通知された事項

について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場

合において、前２条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。 

 

 （議事録） 

 第２６条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

  （１）会議の日時及び場所 

  （２）会員又は役員の現在数 

  （３）会議に出席した会員の数又は役員の氏名（書面表決者及び表決委任者を含む。） 

  （４）議決事項 

  （５）議事の経過の概要及びその結果 

  （６）議事録署名人の選任に関する事項 

 ２ 議事録には、議長及び出席した会員又は役員の中からその会議において選出された議事録署名人 

２名以上が署名押印しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 



  第６章 資産及び会計 

 

 （資産の構成） 

 第２７条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

  （１）会費 

  （２）寄付金品 

  （３）事業に伴う収入 

  （４）資産から生ずる収入 

  （５）その他の収入 

  （６）別に定める財産目録記載の資産 →（資産〔の構成〕に関する事項） 

 

 （資産の管理） 

 第２８条 資産は、会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める。 

→（資産〔の管理〕に関する事項） 

 

 ２ この会の資産のうち第２７条第６号に掲げる資産は、これを処分し、又は担保に供することができ

ない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得て、これを処分し、又は担保に供す

ることができる。 

  →（資産〔の処分〕に関する事項） 

 

 （経費の支弁） 

 第２９条 この会の経費は、資産をもって支弁する。→（資産〔経費の支弁〕に関する事項） 

 

 （事業計画及び収支予算） 

 第３０条 この会の事業計画及び収支予算は、事業年度開始前に総会の議決により定める。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、

総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出することができる。 

 

 （事業報告及び収支決算） 

 第３１条 この会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後○箇月以内にその年度末の財産目録とと

もに、会計監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 

 

 （事業年度） 

 第３２条 この会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

      →（町会の実情により第１８条の規定に合わせて始期及び終期は任意である） 

 

第７章 規約（又は会則）の変更及び解散 

 

 （規約（又は会則）の変更） 

 第３３条 この規約（又は会則）は、総会において総会員の４分の３以上の同意を得、かつ、金沢市長

の認可を受けなければ変更することはできない。 

 

 （解散及び残余財産の処分） 

 第３４条 この会は、地方自治法第２６０条の２０第２号から第５号の規定により解散する。 

 ２ この会が総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上の同意を得なければならな

い。 

３ 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、この会と類似の目的を持つ団体に寄付するも



のとする。 

 

  第８章 雑則 

 

 （書類及び帳簿等の備え付け） 

 第３５条 この会は、その事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。 

  （１）規約（又は会則） 

  （２）認可に関する書類 

  （３）役員に関する書類 

  （４）会員に関する書類 

  （５）会議議事録 

  （６）会員名簿 

  （７）資産台帳 

  （８）収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類 

  （９）各事業年度末の財産目録及び収支決算書 

  （10）事業計画及び収支予算書 

  （11）その他必要な書類及び帳簿 

 

 （細則） 

 第３６条 役員会は、この規約（又は会則）を実施するにあたって、必要がある場合には、細則を定め

ることができる。役員会は、細則を定めたときは、次の総会に報告し、承認を得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附  則 

 

 （施行期日） 

 １ この規約（又は会則）は、認可を受けた日から施行する。 

 

 （旧規約（又は会則）の廃止 

 ２ ○○（（注）旧規約の名称を記載）規約（又は会則）は、廃止する。 

 

 （経過措置） 

 ３ この規約（又は会則）の施行期日における役員は、この規約（又は会則）の定めにかかわらず、そ

の任期は、令和○○年○○月○○日までとする。 

  

 ４ この会の資産のうち別表第２に掲げる不動産は、この規約の定めにかかわらず、所有権を取得した

日から効力が発生する。 

 

 ５ この規約（又は会則）の適用に伴うその他の必要な経過措置については、役員会の議決を経て別に

定める。 

 

 

 （区域） 

 別表第１（第２条関係） 

町の名称 字 地     番 

○○○町 
ハ １番～３０番、６１番～８０番 

ニ ７１番～７４番、８０番～８４番 

 

 

 

 

この規約（又は会則）の写しは、総会で承認された原本と相違ないことを証明します。 

令和○○年○○月○○日 

○○○町会代表者    

□ □ □ □    

 

 

《注意》 

１ 規約（又は会則）は必ず総会に諮り承認を得てください。また、承認を得た原本と相違ないことを 

代表者名で証明してください。 

２ 認可後、規約（又は会則）を変更するときは、規約変更認可申請の手続きが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別添２ひな型】（法人認可申請することの議決書） 

 

 

 

 

法 人 認 可 申 請 議 決 書 
 

 

 

 令和○○年○○月○○日の○○○町会総会において、地域的な共同活動を円滑に行うことを目的として、

○○○町会の法人化の認可申請を行うことを、全会一致で議決しました。 

 

 

 

 

 

（認可申請書提出日）   →   令和○○年○○月○○日            

 

 

総 会 議 長  ○ ○  ○ ○    

 

議 事 録 署 名 人  ○ ○  ○ ○    

 

議 事 録 署 名 人  ○ ○  ○ ○    

 

（認可申請書提出時の現町会長）  →   代表者（町会長）  ○ ○  ○ ○    

 

↑        

（各自が自署または記名押印） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別添３ひな型】（構成員（会員）の名簿） 

 

 

○○○町会会員名簿 
 

（認可申請書提出日） → 令和○○年○○月○○日現在 

 

総会員数○○○名 

住   所 氏   名 住   所 氏   名 

○○○町ハ１ 桜 井  一 郎  賛助会員  

      和 子    ○○○町二７１ (株)富山商会 

      憲 治    □□□町１１ 田 村    猛 

〃  ハ２ 井 村  太 郎   

      花 子 （区域外の個人）  

〃  ハ３ 岡 田    建   

      明 子 （区域内、外の法人・個人） 

      健 一   

      美 咲   

      外次郎   

      ウ メ   

〃  ハ４ 武 田  太 郎   

      聖 子   

      和 美   

      義 武   

    

    

  〃  ニ８１ 尾 野  一 男   

      美 佐   

〃  ニ８３ 千 間    敦   

      明 菜   

      千 里   

〃  ニ８４ 三 井    功   

      智 子   

    

 

○○○町会代表者   

（認可申請書提出時の町会長） → □ □  □ □  

 

 

 

《注意》 

１ 名簿の作成は、町会の加入が個人単位（議決権有り）となるため、各世帯ごとに「高齢者から乳幼児

までの全員」を記載してください。 

２ 「区域内、外の法人・団体」及び「区域外の個人」が町会に「賛助会員（議決権無し）」として加入

しているときは、参考に会員の後に続けて記載してください。 

～ ～ 



【別添４ひな型】（活動の記載書類） 

 

○○○町会 令和○○年度 活動報告 

 

年  月  日 活    動    内    容 

○年 ４月 ８日 

     １１日 

     ２７日 

   ５月 １日 

     １３日 

   ６月１０日 

     １３日 

   ７月 １日 

 

     ２５日 

     ２６日 

     ３０日 

   ８月 ５日 

     １９日 

   ９月１５日 

     ２８日 

  １０月 ２日 

      ７日 

     １０日 

  １１月 ２日 

  １２月 ７日 

◇年 １月 ２日 

     １５日 

     １９日 

     ２７日 

   ２月１１日 

     １３日 

     ２７日 

   ３月１７日 

     ２０日 

     ２５日 

令和○年度通常総会（○○○町集会場） 

臨時役員会（新役員、委員の紹介） 

校下町会連合会総会出席（三役出席） 

班長会 

町内ソフトボール大会（○○小グラウンド） 

町内一斉清掃（公園の草苅り他） 

百万石まつり子供提灯行列 

花壇に花の苗を植える 

犬のマナー看板設置（２３箇所） 

夜回り（７／２５～９／１５） 

ラジオ体操（７／２６～８／２５） 

班長会 

町内夏祭り（○○公園） 

町内親子ボーリング大会（○○ボール） 

町内敬老会 

役員会 

班長会 

校下社会体育大会（○○小グラウンド） 

秋祭りみこし行列参加 

町内もちつき大会 

役員会 

校下新年互礼会 

校下成人式（○○ホテル） 

町内新年会 

町内子供会新年会 

役員会 

町内除雪 

新集会場建設について班長説明会 

花壇に花の苗を植える（パンジー） 

役員会 

班長会 

 

○○○町会代表者      

（認可申請書提出時の町会長）→□ □  □ □     

 

 

 

※ 一般的には、総会の前年度事業報告書の写しで代用できます。 

 

 

 



【別添５ひな型】（申請者が代表者であることを証する書類） 

 

 

 

 

代 表 者（町会長）選 出 承 認 書 

 

 

      令和○○年○○月○○日の○○○町会総会において、令和××年度○○○町会の 

 

代表者（町会長）に□□□□氏を選出し議場で諮ったところ、全会一致で承認され、 

 

□□□□氏が令和××年××月××日から代表者（町会長）に就任することを承諾 

 

した。 

 

 

 

（認可申請書提出日）  →  令和△△年△△月△△日         

 

 

総 会 議 長  ○ ○  ○ ○    

 

議 事 録 署 名 人  ○ ○  ○ ○    

 

議 事 録 署 名 人   ○ ○  ○ ○    

 

（認可申請書提出時の現町会長）  →   代表者（町会長）  ○ ○  ○ ○    

↑       

（各自が自署または記名押印） 



 

【別添７ひな型】（区域図）

95 65

56 1 6 61 66 71

57 2 7 62 67
72

58 3 8 63 68
73

59 4 9 64 69

60 5 10 65 70 74

7 11 21 71 76 80

72 12 22 72 77 81

73 13 23 73 78 82

74 24 74 79
14 83

75 25 75 80
84

76 15 26

85
77 16 27 81 86

78 17 28 82 87 86

79 18 83 88
29 87

80 19 84 89
88

81 20 30 85 90

95 31 36 91 96 99

※　住宅明細図に朱線で区域を表示したもの、又は町会独自で作成した地図等で、
　　町会の区域が明確に分かるもの。

イ字

宮下

○○○
町会会館

ロ字

ハ字 ニ字

（株）
富山商会

高木

川田

川畑

北野

西

三井

千間

尾野

松下

菱村

長尾 野口

宮本

木村

石動

柿木
宮川

長田

上出

小倉

隅谷

寺島

山下

岩藤 室田

増井

割出

三輪

浦

安田 池尻

池畑

松沢

河村 由比

田崎中川

前田

片山

高野

水谷

釣谷

朝倉

橋本

出戸

柿崎

中川

宮川

神保

平谷

酒井

井村

岡田

武田

小川

○ ○ ○ 町 会 区 域 図

○○○町会代表者　　　
（認可申請書提出時の町会長）→□　□　□　□　　　　

100 195 200

桜井
菓子店

朱線で区域を表示

【別添６ひな型】（区域図） 


